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一
　
は
じ
め
に

　
成
年
後
見
制
度
は
、
精
神
障
害
や
知
的
障
害
、
認
知
症
等
を
理
由
と
し
て
判
断
能
力
が
不
十
分
な
状
態
に
あ
る
人
々
（
以
下
、「
判
断
能

力
不
十
分
者
」）
を
、
そ
の
法
律
行
為
に
お
け
る
意
思
決
定
に
つ
い
て
、
成
年
後
見
人
等
が
支
援
・
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
。
同
制
度
は
、

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
以
下
、「
条
約
」）
一
二
条
の
解
釈
指
針
で
あ
る
一
般
的
意
見
第
一
号
が
、
代
理
人
に
よ
る
意
思
決
定

（
以
下
、「
代
行
決
定
」）
制
度
を
廃
止
し
、
支
援
付
き
意
思
決
定
（
以
下
、「
意
思
決
定
支
援
」）
へ
全
面
的
に
移
行
す
べ
き
と
す
る
立
場
を

と
っ
た
こ
と
か
ら
、
条
約
一
二
条
と
の
抵
触
が
よ
り
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
条
約
は
、
意
思
決
定
支
援
の
具
体
的
な
仕
組
み
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
国
内
法
に
目
を
向
け
る
と
、
平
成
二
三
年
に
改
正

さ
れ
た
障
害
者
基
本
法
二
三
条
一
項
に
お
い
て
、「
意
思
決
定
の
支
援
」
と
い
う
文
言
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
が
い
か
な
る
枠
組

み
で
実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
意
思
決
定
支
援
と
は
、
自
己
決
定
支
援
と
同
義
で
あ

り
、
判
断
能
力
不
十
分
者
が
自
ら
意
思
決
定
を
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
援
助
全
般
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
、
意
思
決

定
支
援
と
代
行
決
定
の
厳
格
な
区
別
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
現
行
の
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
問
題
を
端
的
に
述
べ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
、
成
年
後
見
人
等
に
付
与
さ
れ
る
代
理
権
、
同
意
権
、
お
よ
び
取
消
権
行
使
の
結
果
と
し
て
の
代
行
決
定
が
制
度
の
原
則
と

な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
意
思
決
定
支
援
よ
り
も
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
と
し
て
の
保
護
に
大
き
く
比
重
が
傾
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
問
題
は
、
以
下
の
点
に
起
因
す
る
。
第
一
に
、
能
力
制
限
と
の
紐
づ
き
を
前
提
と
し
た
制
度
の
構
造
上
、
成
年
後
見
人
等
に

与
え
ら
れ
る
権
限
の
範
囲
が
そ
の
ま
ま
能
力
制
限
の
範
囲
と
な
る
こ
と
か
ら
、
本
人
の
能
力
が
過
剰
に
制
限
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
は
ら
）
1
（

む 

。

す
な
わ
ち
、
成
年
後
見
人
等
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
画
一
性
に
よ
り
、
各
類
型
の
中
で
の
被
後
見
人
等
の
個
別
性
が
見
逃
さ
れ
る
た
め
、
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実
際
に
提
供
さ
れ
る
保
護
の
態
様
・
程
度
は
、
被
後
見
人
等
の
必
要
性
と
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
。
さ
ら
に
、
一
度
開
始
さ
れ
た
後
見
等

が
、
基
本
的
に
は
本
人
の
死
亡
ま
で
終
わ
ら
な
い
と
い
う
継
続
期
間
の
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
、
現
行
法
は
必
要
十
分
性
の

観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
能
力
制
限
、
な
ら
び
に
成
年
後
見
人
等
の
職
務
内
容
お
よ
び
権
限
を
、
個
別
具
体
的
な
必
要
性
に
応
じ

て
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
）
2
（
た
。
こ
の
よ
う
な
必
要
最
小
限
の
制
限
は
、
自
己
決
定
権
の
尊
重
を
理
念
と

し
て
代
行
決
定
を
捉
え
た
と
き
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
さ
れ
）
3
（

る
。
こ
う
し
た
中
で
、
制
度
改
革
の
方
向
性
と
し
て
、
補
助
一
元
）
4
（

化
、

保
佐
を
中
心
と
し
た
制
度
へ
の
再
編
）
5
（
成
、
任
意
代
理
権
の
活
）
6
（
用
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
向
性
は
、
現
行
法
の
類
型
化
に
特
段

の
意
義
を
見
出
さ
な
い
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
7
（

か
。

　
第
二
に
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
意
思
決
定
支
援
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
代
行
決
定
に
対
す
る

意
思
決
定
支
援
の
優
先
性
が
観
念
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
八
五
八
条
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
条
か
ら
導
か
れ
る

「
身
上
配
慮
義
務
」
と
「
本
人
意
思
尊
重
義
務
」
の
う
ち
、
後
者
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
行
法
の
中
に
意
思
決
定
支
援
を
読
み

込
む
見
解
が
あ
）
8
（

る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
に
お
い
て
も
、
意
思
決
定
支
援
と
代
行
決
定
の
優
先
関
係
を
規
律
す
る
可
能
性
が
見

え
て
く
る
。
第
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
代
行
決
定
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
意
思
決
定
支
援
を
行
い
、
そ
れ
で
不

足
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
行
決
定
に
切
り
替
え
る
と
い
う
、
副
次
的
な
手
段
と
し
て
代
行
決
定
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
上
の
二
点
の
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
意
思
決
定
支
援
と
代
行
決
定
と
が
単
な
る
対
立
概
念
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
昏
睡
状
態
に
あ
る
等
、
物
理
的
に
意
思
表
示
が
不
可
能
な
人
々
を
保
護
す
る
た
め
の
代
行
決
定
を
排
し
て

は
、
個
人
の
尊
厳
の
名
の
下
で
、
本
来
社
会
に
お
い
て
最
も
保
護
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
、
不
可
能
か
つ
無
謀
な
自
己
責
任
論
を
押

し
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
人
々
を
強
引
に
意
思
決
定
支
援
の
枠
組
み
に
取
り
込
み
、
こ
れ
を
冠
し
た
実
質
的

な
代
行
決
定
が
な
さ
れ
れ
ば
、
意
思
決
定
支
援
の
意
義
を
損
な
う
こ
と
に
も
繫
が
り
得
る
。
む
し
ろ
、
代
行
決
定
を
容
認
し
た
上
で
、
制

度
全
体
の
中
で
「
必
要
最
小
限
」
か
つ
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
徹
底
す
る
こ
と
が
、
意
思
決
定
支
援
を
確
立
す
る
た
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め
の
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
意
思
決
定
支
援
制
度
」
は
、「
必
要
最
小
限
」
か
つ
「
副
次
的
な
手
段
」

と
し
て
の
代
行
決
定
を
組
み
込
ん
だ
制
度
と
し
て
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
9
（

か
。

　
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
（Código Civil y Com

ercial de 

la N
ación

、
以
下
、「
民
商
法
典
」）
を
参
照
す
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
商
法
典
で
は
、
従
前
の
代
行
決

定
一
辺
倒
の
制
度
か
ら
、
意
思
決
定
支
援
と
し
て
の
「
支
援
（apoyo

）」
を
原
則
と
す
る
制
度
へ
と
転
換
を
図
っ
た
一
方
で
、
代
行
決
定

の
類
型
で
あ
る
「
保
佐
（curatela

）」
が
、
例
外
的
な
手
段
と
し
て
残
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
従
前
の
保
佐
が
、
保
佐
人
に
対
し
て
自
動

的
に
広
範
な
代
理
権
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
民
商
法
典
に
お
け
る
保
佐
で
は
、
保
佐
人
の
職
務
内
容
は
、
裁
判
官
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
商
法
典
に
お
け
る
判
断
能
力
不
十
分
者
を
支
援
・
保
護
す
る
制
度
は
、「
必
要

最
小
限
」
か
つ
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て
の
代
行
決
定
を
包
括
し
た
形
で
の
意
思
決
定
支
援
制
度
の
一
例
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
、
こ

れ
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
が
意
思
決
定
支
援
制
度
へ
向
か
う
た
め
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。

　
民
商
法
典
で
は
、
代
行
決
定
は
「
後
見
（tutela
）」
と
「
保
佐
」
の
二
類
型
が
担
う
。
前
者
は
「
未
成
年
後
見
」
の
み
に
特
化
し
た
類

型
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
成
年
後
見
は
後
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
保
佐
は
後
見
の
規
定
を
大
部
分
準
用
す
る
こ
と
か
ら
、

保
佐
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
後
見
の
分
析
が
前
提
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
民
商
法
典
施
行
に
至
る
ま
で
の
無
能
力

制
度
に
関
す
る
通
史
的
考
察
を
行
い
（
二
）、
民
商
法
典
に
お
け
る
行
為
無
能
力
者
に
関
す
る
規
定
、
な
ら
び
に
、
保
佐
、
後
見
、
お
よ

び
支
援
（apoyo

）
の
規
定
を
分
析
し
、
民
商
法
典
に
お
け
る
代
行
決
定
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
（
三
）。
以
上
を
踏
ま
え
、
日
本
法
へ

の
示
唆
（
四
）
と
課
題
の
提
示
（
五
）
を
行
う
。
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二
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
無
能
力
制
度
に
関
す
る
通
史
的
考
察

㈠
　
旧
民
法
典

　
本
節
で
は
、
一
八
六
九
年
に
ダ
ル
マ
シ
オ
・
ベ
レ
ス
・
サ
ル
ス
フ
ィ
エ
ル
ド
（D

alm
acio Vélez Sarsfield

）
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
、
一

八
七
一
年
に
施
行
さ
れ
た
旧
民
法
典
に
お
け
る
無
能
力
制
度
の
変
遷
を
追
う
（
表
1
参
照
）。
旧
民
法
典
は
、
当
該
分
野
に
関
し
て
は
、

一
九
六
八
年
の
法
律
第
一
七
七
一
一
号
に
よ
る
改
正
、
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
の
精
神
保
健
法
公
布
に
伴
う
改
正
が
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
に
お
い
て
単
に
「
旧
民
法
典
」
と
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
改
正
を
含
め
、
廃
止
の
時
点
で
有
効
で
あ
っ
た
規
定
を
指
す
も
の
と

す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
改
正
前
の
施
行
当
時
の
条
文
に
言
及
す
る
場
合
は
、
条
文
番
号
の
前
に
「
一
八
六
九
年
民
法
典
」
を
付
記
し

て
い
る
。

1　

一
八
六
九
年
民
法
典

　
一
八
六
九
年
当
時
の
民
法
典
で
は
、
①
胎
児
、
②
一
四
歳
未
満
の
未
成
年
者
（m

enores im
púberes

）、
③
心
神
喪
失
者
（dem

ente

）、

④
書
面
で
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
聾
啞
者
、
お
よ
び
、
⑤
失
踪
宣
告
者
は
、
絶
対
的
無
能
力
（incapacidad absoluta

）
で
あ

る
と
さ
れ
（
一
八
六
九
年
民
法
典
五
四
条
）、
法
定
代
理
人
を
通
じ
て
権
利
義
務
の
主
体
と
な
り
得
た
（
旧
民
法
典
五
六
）
10
（
条
）。
法
定
代
理
人
は
、

胎
児
の
場
合
は
そ
の
父
母
（
父
母
が
な
い
か
無
能
力
で
あ
る
場
合
は
保
佐
人
）、
親
権
解
放
さ
れ
て
い
な
い
未
成
年
者
の
場
合
は
そ
の
父
母
ま

た
は
後
見
人
、
心
神
喪
失
者
・
聾
啞
者
・
失
踪
宣
告
者
の
場
合
は
そ
の
父
母
（
父
母
が
な
い
か
無
能
力
で
あ
る
場
合
は
保
佐
人
）
で
あ
っ
た

（
一
八
六
九
年
民
法
典
五
七
条
）。
無
能
力
者
は
、「
そ
の
身
体
及
び
財
産
に
関
し
て
、
未
成
年
者
と
み
な
」
さ
れ
、「
未
成
年
者
の
後
見
に
関
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表
１
　
能
力
概
念
の
整
理

1869
年
民
法
典

1968
年
改
正
後
（
2010

年
改
正
に
よ
る
変
化
な
し
）

2014
年
民
商
法
典

無
能
力

無
能
力

能
力
喪
失

行
為
無
能
力

限
定
能
力

絶
対
的
無
能
力

（
相
対
的
無
能
力
）

絶
対
的
無
能
力

（
相
対
的
無
能
力
）

対 象 者

①
胎
児

②
14
歳
未
満
の

未
成
年
者

③
心
神
喪
失
者

④
書
面
で
意
思
表

示
で
き
な
い
聾
啞

者⑤
失
踪
宣
告
者

14
歳
歳
以
上
の

未
成
年
者

①
胎
児

②
14
歳
歳
未
満

の
未
成
年
者

③
心
神
喪
失
者

④
書
面
で
意
思
表

示
で
き
な
い
聾
啞

者

14
歳
以
上
の
未

成
年
者

①
習
慣
的
な
酩
酊

者
、
麻
薬
使
用
者

②
能
力
減
退
者

③
浪
費
者

①
胎
児

②
年
齢
お
よ
び
十

分
な
成
熟
度
に
達

し
て
い
な
い
者

③
判
決
で
無
能
力

を
宣
告
さ
れ
た
者

は
、
定
め
ら
れ
た

範
囲
に
お
い
て

限
定
能
力
者

保護機関

①
②
：
父
母
ま
た

は
後
見
人

③
④
：
父
母
ま
た

は
保
佐
人

父
母
ま
た
は
後
見

人
①
②
：
父
母
ま
た

は
後
見
人

③
④
：
保
佐
人

父
母
ま
た
は
後
見

人
保
佐
人

①
②
：
父
母
ま
た

は
後
見
人

③
：
保
佐
人

支
援
（
apoyo）

権 限

民
事
生
活
に
お
け
る
す
べ
て
の
行
為
に

つ
い
て
の
代
理
権

民
事
生
活
に
お
け
る
す
べ
て
の
行
為
に

つ
い
て
の
代
理
権

財
産
処
分
行
為
に

つ
い
て
の
同
意
権

判
決
で
決
め
ら
れ

た
範
囲
の
代
理
権

限
定
能
力
者

・
支
援

・
判
決
で
決
め
ら

れ
た
特
定
の
行
為

の
代
理
権
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す
る
法
律
は
、
無
能
力
者
の
保
佐
に
適
用
さ
れ
」
る
と
さ
れ
た
（
旧
民
法
典
四
七
五
条
）。

　
未
成
年
者
は
、
一
四
歳
未
満
の
未
成
年
者
（m

enores im
púberes

）
と
、
一
四
歳
以
上
二
二
歳
未
満
の
未
成
年
者
（m

enores adultos

）

と
に
区
別
さ
れ
（
一
八
六
九
年
民
法
典
一
二
六
条
お
よ
び
一
二
七
条
）、
後
者
は
絶
対
的
無
能
力
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、「
特
定
の
行
為
又
は
そ

の
行
使
方
法
（m

odo

）
に
関
し
て
無
能
力
で
あ
る
」（
一
八
六
九
年
民
法
典
五
五
条
）
と
さ
れ
）
11
（
た
。

　
心
神
喪
失
者
と
は
、「
躁
病
、
心
神
喪
失
（dem

encia

）
又
は
中
度
の
知
的
障
害
」
の
状
態
に
あ
る
者
を
い
い
、
こ
れ
は
、「
た
と
え
覚

醒
期
（
明
瞭
期
）
が
あ
る
場
合
又
は
躁
病
が
部
分
的
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
」
同
様
で
あ
っ
た
（
一
八
六
九
年
民
法
典
一
四
一
条
）。

裁
判
官
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
保
佐
人
は
、
原
則
的
に
無
能
力
者
の
民
事
生
活
（vida civil

）
に
お
け
る
す
べ
て
の
行
為
に
つ
き
代
理
権

を
有
す
る
と
さ
れ
（
旧
民
法
典
六
二
）
12
（
条
）、
し
た
が
っ
て
、
無
能
力
者
は
包
括
的
に
能
力
を
制
限
さ
れ
た
。

2　

一
九
六
八
年
改
正

　
一
九
六
八
年
法
律
第
一
七
七
一
一
号
に
よ
る
改
正
に
よ
り
、
絶
対
的
無
能
力
の
対
象
か
ら
失
踪
宣
告
者
が
削
除
さ
れ
、
心
神
喪
失
者
お

よ
び
聾
啞
者
の
法
定
代
理
人
は
保
佐
人
と
な
っ
た
（
旧
民
法
典
五
七
条
三
項
）。
心
神
喪
失
に
よ
る
無
能
力
者
は
、「
精
神
疾
患
に
よ
っ
て
自

己
を
統
制
し
又
は
財
産
を
管
理
す
る
資
格
を
持
た
な
い
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
旧
民
法
典
一
四
一
条
）。
心
神
喪
失
の
状
態
自
体
を
無
能

力
に
結
び
つ
け
る
構
造
で
あ
っ
た
従
前
の
規
定
に
対
し
、
一
九
六
八
年
改
正
は
、「
自
己
を
統
制
し
又
は
財
産
を
管
理
す
る
資
格
」
に
言

及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
神
喪
失
の
宣
告
に
医
学
・
法
学
的
基
準
を
課
し
た
と
解
さ
れ
て
い
）
13
（
る
。
ま
た
、
一
四
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の

未
成
年
者
（m
enores adultos

）
に
関
す
る
規
律
が
改
め
ら
れ
、
同
人
は
、「
専
ら
、
法
律
が
認
め
る
行
為
の
た
め
の
能
力
を
有
す
る
」
と

さ
れ
た
（
旧
民
法
典
五
五
条
）。

　
最
も
重
要
な
改
正
点
は
、「
能
力
喪
失
（inhabilitado

）」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
新
設
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
象
者
と
し
て
、
①
習
慣
的
な
酩

酊
者
・
麻
薬
使
用
者
、
②
心
神
喪
失
に
は
至
ら
な
い
が
機
能
（facultad

）
の
減
退
し
た
者
、
お
よ
び
、
③
浪
費
者
が
規
定
さ
れ
た
（
旧
民
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法
典
一
五
二
条
の
）
14
（

二
）。
し
た
が
っ
て
、
能
力
喪
失
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
判
断
能
力
の
不
十
分
さ
の
程
度
が
心
神
喪
失
者
に
比
し
て
軽
度

な
者
を
対
象
と
し
た
類
型
を
い
う
。
能
力
喪
失
者
は
、
財
産
管
理
行
為
を
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
処
分
行
為
に
つ
い
て
は
保
佐

人
に
同
意
権
が
付
与
さ
れ
た
。

3　

二
〇
一
〇
年
精
神
保
健
法
に
伴
う
旧
民
法
典
一
五
二
条
の
三
の
新
設

　
二
〇
〇
八
年
に
障
害
者
権
利
条
約
を
批
准
し
た
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
二
〇
一
〇
年
に
精
神
保
健
法
（Ley 26.657 D

erecho a la 

Protección de la Salud M
ental

）
が
公
布
さ
れ
）
15
（

た
。
そ
の
主
た
る
目
的
は
、
①
心
理
学
、
精
神
医
学
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
、
看
護
、
作

業
療
法
等
の
様
々
な
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
学
際
的
チ
ー
ム
（equipo interdisciplinario

）
の
見
解
を
重
視
す
る
こ
と
で
、

無
能
力
宣
告
の
手
続
に
お
け
る
裁
判
官
の
役
割
を
制
限
す
る
こ
と
、
②
入
院
・
収
容
を
最
終
手
段
と
し
、
な
る
べ
く
一
般
の
病
院
で
治
療

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
能
力
を
制
限
す
る
判
決
に
つ
い
て
、
裁
判
官
に
再
審
査
義
務
を
課
す
こ
と
で
あ
っ
）
16
（
た
。

　
無
能
力
制
度
に
も
た
ら
さ
れ
た
重
要
な
成
果
は
、
同
法
四
二
条
に
よ
り
、
三
年
ご
と
の
再
審
査
義
務
と
能
力
推
定
原
則
と
を
規
定
し
た

旧
民
法
典
一
五
二
条
の
）
17
（
三
の
新
設
で
あ
っ
た
。
同
条
は
、「
個
人
的
自
律
へ
の
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
努
め
て
、
制
限
さ
れ
る
機
能

及
び
行
為
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
心
神
喪
失
ま
た
は
能
力
喪
失
を
宣
告
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
官
が
判
決
で
制

限
し
た
行
為
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
関
し
て
能
力
を
保
持
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
た
め
、
能
力
の
推
定
を
原
則
と
し
た
と
い
う
点
で
、

こ
こ
で
無
能
力
制
度
に
お
け
る
原
則
が
転
換
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
）
18
（
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
連
の
改
正
後
も
改
廃
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
規
定
に
よ
り
、
能
力
推
定
原
則
と
の
両
立
性
お
よ
び
一
貫

性
に
お
い
て
、
解
釈
上
の
問
題
が
生
じ
）
19
（
た
。
例
え
ば
、
無
能
力
者
の
保
佐
人
に
対
し
て
民
事
生
活
上
の
す
べ
て
の
行
為
に
関
す
る
代
理
権

を
付
与
す
る
旧
民
法
典
六
二
条
、
お
よ
び
、
軽
度
の
類
型
で
あ
る
能
力
喪
失
者
の
保
佐
人
に
対
し
て
財
産
処
分
行
為
に
関
す
る
同
意
権
を

広
く
付
与
す
る
旧
民
法
典
一
五
二
条
の
二
は
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
無
能
力
ま
た
は
能
力
喪
失
の
両
類
型
に
お
い
て
、
保
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佐
人
の
職
務
内
容
お
よ
び
権
限
の
範
囲
は
固
定
的
と
な
る
た
め
、
画
一
的
か
つ
広
範
な
代
行
決
定
に
基
づ
く
保
護
を
完
全
に
克
服
す
る
制

度
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

4　

障
害
者
権
利
委
員
会
の
評
価

　
障
害
者
権
利
委
員
）
20
（

会
に
よ
る
二
〇
一
二
年
九
月
二
七
日
付
の
総
括
所
）
21
（

見
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
旧
民
法
典
、
お
よ
び
、
二
〇
一
二
年

六
月
七
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
民
法
典
及
び
商
法
典
の
改
正
、
現
代
化
、
及
び
統
合
」
の
た
め
の
法
案
（
以
下
、「
二
〇
一
二
年

法
）
22
（

案
」）
で
あ
り
、
双
方
に
つ
い
て
条
約
一
二
条
適
合
性
に
関
す
る
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
法
案
は
、
上
院
と
下

院
の
委
員
会
に
よ
っ
て
変
更
が
加
え
ら
れ
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
八
日
に
上
院
で
可
決
さ
れ
）
23
（
た
。

　
障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
旧
民
法
典
に
つ
い
て
、
障
害
者
の
法
的
能
）
24
（

力
を
奪
う
代
行
決
定
（sustitución de la tom

a de decisiones

﹇
英

語
で
は
、substitute decision-m

aking

﹈）
を
基
礎
と
し
た
現
在
の
す
べ
て
の
法
律
を
即
時
に
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
代
行
決

定
か
ら
、
本
人
の
自
律
、
意
思
、
お
よ
び
選
好
を
尊
重
す
る
意
思
決
定
支
援
（apoyo en la tom

a de decisiones

﹇
英
語
で
は
、supported 

decision-m
aking

﹈）
へ
転
換
さ
せ
る
法
律
・
政
策
を
採
用
す
る
た
め
の
措
置
を
採
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
法
案
に
つ

い
て
は
、「
禁
治
産
宣
告
手
続
の
概
）
25
（
念
（figura de interdicción judicial

）」
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
保
佐
人
を
選
任
す
る
決

定
と
障
害
者
が
意
思
決
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
具
体
化
す
る
決
定
と
が
、
完
全
に
裁
判
官
の
裁
量
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　「
禁
治
産
宣
告
手
続
の
概
念
」
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
法
に
お
い
て
は
無
能
力
制
度
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
た
め
、
二
〇
一
二
年
法
案
に

対
す
る
障
害
者
権
利
委
員
会
の
懸
念
は
、
同
法
案
三
二
条
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
条
で
は
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た

「
限
定
能
力
」
の
概
念
お
よ
び
意
思
決
定
支
援
と
し
て
の
「
支
援
（apoyo
）」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
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二
〇
一
二
年
法
案
三
二
条
　
限
定
能
力
者
及
び
無
能
力
者
。
裁
判
官
は
、
永
久
的
又
は
持
続
的
で
十
分
に
重
大
な
中
毒
又
は
精
神
の
変
化
を
患
う
一

三
歳
以
上
の
者
が
そ
の
完
全
な
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
の
能
力
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
三
歳
以
上
の
者
が
精
神
疾
患
に
よ
っ
て
自
己
を
統
制
し
又
は
財
産
を
管
理
す
る
資
格
の
絶
対
的
欠
如
の
状
況
に
あ
る
場
合
、
裁
判
官
は
無
能
力
を

宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
は
、
必
要
な
保
佐
人
又
は
支
援
（apoyos

）
を
選
任
し
、
か
つ
そ
の
機
能
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
選
任
さ
れ
た
者
は
、
被
保
護
者
の
自
律
を
促
進
し
、
か
つ
選
好
に
応
じ
た
決
定
を
容
易
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡
　
二
〇
一
四
年
民
商
法
典
に
お
け
る
改
正
点

　
当
該
分
野
に
関
す
る
民
商
法
典
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
能
力
の
限
定
に
関
す
る
一
般
原
則
（
民
商
法
典
三
一
条
。
以
下
、
断
り
が
な
い
場
合

は
、
条
文
は
民
商
法
典
の
も
の
を
指
す
）
が
前
述
の
精
神
保
健
法
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
精
神
保
健
法
の
理
念
が
支
配
的
で

あ
る
。

　
本
改
正
の
要
点
は
、
第
一
に
、
権
利
能
力
と
行
為
能
力
の
明
文
化
、
お
よ
び
後
者
を
前
提
と
し
た
「
限
定
能
力
」
概
念
の
導
入
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
限
定
能
力
者
の
た
め
の
支
援
制
度
の
創
設
で
あ
）
26
（
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
判
断
能
力
不
十
分
者
の
保
護
は
支
援
（apoyo

）
と
保

佐
の
二
類
型
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
支
援
制
度
と
は
、「
自
己
を
統
制
し
、
財
産
を
管
理
し
及
び
一
般
の
法
律
行
為
を
行

う
た
め
に
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
の
意
思
決
定
を
容
易
に
す
る
司
法
上
又
は
司
法
外
の
性
質
を
有
す
る
」
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
い
い
（
四

三
）
27
（
条
）、
支
援
人
に
は
、
特
定
の
行
為
に
つ
き
代
理
権
が
付
与
さ
れ
）
28
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
支
援
（apoyo

）
に
相
当
す
る
類
型
自
体
は
日
本

民
法
に
は
存
在
し
な
い
も
の
の
、
代
理
権
付
き
支
援
（apoyo

）
に
つ
い
て
は
、
代
理
権
付
与
の
み
の
場
合
の
補
助
に
類
似
す
る
と
理
解

で
き
る
。

　
第
三
に
、
無
能
力
宣
告
と
こ
れ
に
基
づ
く
保
佐
人
に
よ
る
代
行
決
定
が
、
制
度
全
体
に
お
け
る
原
則
か
ら
例
外
へ
と
転
換
し
た
こ
と
で
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あ
る
。
こ
れ
は
、
保
佐
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
旧
民
法
典
と
の
比
較
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
二
〇
一
二
年
法
案
と
の
比
較
に
お

い
て
よ
り
顕
著
と
な
る
。
前
述
の
と
お
り
、
二
〇
一
二
年
法
案
三
二
条
で
は
、
無
能
力
と
限
定
能
力
と
の
区
別
は
、「
自
己
を
統
制
し
又

は
財
産
を
管
理
す
る
資
格
の
絶
対
的
欠
如
」
を
基
準
と
し
、
そ
の
上
で
、
保
佐
か
支
援
（apoyo

）
か
と
い
う
類
型
の
選
択
は
、
裁
判
官

の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
法
案
三
二
条
の
規
定
振
り
に
つ
い
て
、
保
佐
は
代
行
決
定
に
よ
っ
て
本
人
の
能
力
の
行
使
を
妨
げ

る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
支
援
（apoyo

）
は
本
人
に
よ
る
行
使
を
促
進
す
る
措
置
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
性
質
を

有
す
る
両
者
は
、
本
来
、
二
者
択
一
の
措
置
ま
た
は
選
択
肢
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
）
29
（
る
。
こ
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
法
案
三
二
条
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
限
定
能
力
概
念
お
よ
び
支
援
制
度
の
形
式
的
な
導
入
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
解

す
る
の
が
相
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
章
で
は
、
ま
ず
㈠
に
お
い
て
、
二
〇
一
二
年
法
案
三
二
条
と
民
商
法
典
三
二
条
と
の
違
い
に
焦
点
を
当
て
て
、
民
商
法
典
の
無
能
力

制
度
を
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
則
・
例
外
の
転
換
と
い
う
、
民
商
法
典
が
無
能
力
制
度
に
与
え
た
実
質
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
察

し
た
い
。
な
お
、
保
佐
は
原
則
と
し
て
後
見
（
未
成
年
後
見
）
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
一
三
八
）
30
（

条
一
項
）、
こ
こ
で
は
未
成
年

者
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
　
民
商
法
典
上
の
無
能
力
制
度

㈠
　
民
商
法
典
上
の
行
為
無
能
力
者

　
民
商
法
典
が
定
め
る
行
為
無
能
力
者
と
は
、「
胎
児
」、（
第
二
節
第
二
款
所
定
の
）「
年
齢
及
び
十
分
に
成
熟
し
た
段
階
に
達
し
て
い
な
い

者
」、
お
よ
び
、「
判
決
に
よ
っ
て
無
能
力
を
宣
告
さ
れ
た
者
」
を
い
い
（
二
四
条
）、
こ
れ
ら
の
者
は
、
単
独
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
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な
い
権
利
を
代
理
人
を
通
じ
て
行
使
す
る
（
一
〇
〇
）
31
（

条
）。「
年
齢
及
び
十
分
に
成
熟
し
た
段
階
に
達
し
て
い
な
い
者
」
と
は
未
成
年
者
を

い
い
、
単
に
「
無
能
力
者
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
「
判
決
に
よ
っ
て
無
能
力
を
宣
告
さ
れ
た
者
」
を
示
し
て
い
る
。
胎
児
お
よ
び
未
成
年

者
に
つ
い
て
は
そ
の
父
母
（
な
お
、
後
者
に
つ
き
、
父
母
が
な
い
か
、
そ
の
親
責
任
が
喪
失
・
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
は
後
見
人
）
が
、
無
能
力
者

に
つ
い
て
は
保
佐
人
が
代
理
人
と
な
る
（
一
〇
一
）
32
（
条
）。
以
下
で
は
、
本
稿
と
の
関
係
か
ら
、
未
成
年
者
と
無
能
力
者
に
絞
っ
て
順
に
検

討
す
る
。

1　

未
成
年
者

　
民
商
法
典
に
お
け
る
未
成
年
者
は
、
一
八
歳
未
満
の
者
を
い
う
（
二
五
）
33
（
条
）。
も
っ
と
も
、
前
述
の
と
お
り
、
行
為
無
能
力
者
を
規
定

す
る
二
四
条
は
、「
未
成
年
者
」
と
い
う
文
言
の
使
用
を
避
け
、「
年
齢
及
び
十
分
に
成
熟
し
た
段
階
に
達
し
て
い
な
い
者
」
と
い
う
表
現

を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
未
成
年
者
の
能
力
制
限
の
判
断
に
お
い
て
「
年
齢
」
と
「
十
分
な
成
熟
度
」
の
二
重
の
基
準
を
設
け
た
。
後
者

は
、
成
熟
度
の
十
分
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
法
律
行
為
の
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
他
の
法
律
行
為
に
も
同
様
に
当
て

は
め
る
運
用
を
避
け
る
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
）
34
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
父
母
ま
た
は
後
見
人
に
よ
る
法
定
代
理
の
範
囲
は
、
未
成
年
者
が
未
成

年
者
で
あ
る
こ
と
自
体
、
す
な
わ
ち
年
齢
と
い
う
数
字
を
理
由
と
し
て
自
動
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
成
熟
度
」
に
応
じ

て
伸
縮
す
る
と
解
す
る
の
が
説
得
的
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
伸
縮
性
は
、「
未
成
年
者
に
よ
る
権
利
の
行
使
」
を
定
め
る
二
六
）
35
（
条
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も

あ
）
36
（

る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
一
項
に
お
い
て
、「
未
成
年
者
は
、
同
人
の
法
定
代
理
人
を
通
じ
て
権
利
を
行
使
す
る
」
と
し
た
上
で
、
二

項
に
お
い
て
、「
年
齢
及
び
十
分
な
成
熟
度
を
有
す
る
未
成
年
者
は
、
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
為
を
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
」
と
す
る
た
め
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
か
つ
十
分
な
成
熟
度
を
有
す
る
未
成
年
者
で
あ
っ
て
も
、
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
法
律
行
為
は
、「
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
為
」
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
一
六
・
一
七
歳
の
未
成
年
者
が
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十
分
な
成
熟
度
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
令
で
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
財
産
行
為
を
単
独
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
）
37
（
い
。
し
た

が
っ
て
、「
成
熟
度
」
を
基
準
と
す
る
意
義
は
、
同
条
三
項
な
い
し
六
項
を
通
じ
て
、
主
と
し
て
一
身
専
属
的
権
利
に
関
す
る
意
思
決
定

に
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

2　

無
能
力
者

　
判
決
で
「
無
能
力
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
決
定
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
」
行
為
無
能
力
者
と
な
り
（
二
四
）
38
（
条
⒞
）、
保
佐

人
が
同
人
の
代
理
人
と
な
る
（
一
〇
一
条
⒞
）。
こ
れ
は
、
支
援
（apoyo

）
を
原
則
と
し
た
制
度
に
お
け
る
例
外
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。
保
佐
人
が
選
任
さ
れ
る
例
外
的
な
場
合
と
は
、「
永
久
的
又
は
持
続
的
で
十
分
に
重
大
な
中
毒
又
は
精
神
の
変
化
を
患
う
一
三
歳
以

上
の
者
が
、
そ
の
完
全
な
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
」（
三
二
条
一
項
）
に
、
①
「
人
が
そ
の
環
境

と
の
相
互
作
用
、
及
び
、
い
か
な
る
形
態
、
手
段
又
は
様
式
に
よ
っ
て
も
意
思
表
示
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に
な
り
」、
か
つ
、
②

「
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
」
で
あ
る
（
同
）
39
（
条
四
項
）。
こ
れ
に
は
昏
睡
状
態
等
が
該
当
す
る
と
さ
れ
）
40
（
る
。

　
二
〇
一
二
年
法
案
で
は
、
無
能
力
の
要
件
と
し
て
、「
精
神
疾
患
に
よ
っ
て
自
己
を
統
制
し
又
は
財
産
を
管
理
す
る
資
格
の
絶
対
的
欠

如
」
を
規
定
し
た
の
に
対
し
、
民
商
法
典
で
は
、
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
は
無
能
力
宣
告
は
な
さ
れ
得
ず
、
意
思
疎
通
に
か
か
る
能
力
と
、

支
援
制
度
の
有
用
性
と
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
商
法
典
三
二
条
は
、
第
一
に
、
無
能
力
宣
告
が
意
思
疎
通
に
か
か
る
能

力
を
基
準
と
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
保
佐
は
支
援
（apoyo

）
の
副
次
的
な
手
段
で
あ
っ
て
、
両
者
は
裁
判
官
の
裁
量
に
任
さ
れ
た
選
択

肢
で
は
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
と
解
す
る
の
が
説
得
的
で
あ
る
。

　
保
佐
人
に
付
与
さ
れ
る
代
理
権
の
範
囲
は
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
旧
民
法
典
一
五
二
条
の
三
に
よ
っ
て
導
入
さ

れ
た
能
力
推
定
原
則
を
、
よ
り
具
体
化
し
た
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
で
は
、
㈡
に
お
い
て
「
保
佐
に
特
有
の
規
定
」、
㈢
に
お
い
て
「
保
佐
に
後
見
を
準
用
す
る
規
定
」、
㈣
に
お
い
て
「
無
能
力
宣
告
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に
関
す
る
規
定
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
理
由
は
、
第
一
に
、
保
佐
開
始
以
降
は
後
見
の
規
定
が
準
用
さ
れ
、
第

二
に
、
保
佐
が
支
援
（apoyo

）
の
副
次
的
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
制
度
の
構
造
上
、
保
佐
開
始
の
前
段
階
で
あ
る
無
能
力
宣
告
に
至
る

ま
で
の
規
定
は
支
援
（apoyo

）
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
除
く
規
定
が
「
保
佐
に
特
有
の
規
定
」
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
商
法
典
に
お
け
る
保
佐
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

㈡
　
保
佐
に
特
有
の
規
定

1　

保
佐
人
の
職
務
基
準

　
保
佐
人
の
主
要
な
職
務
は
、「
無
能
力
者
の
身
体
及
び
財
産
を
養
護
」
し
、「
健
康
の
回
復
に
努
め
る
こ
と
」
で
あ
る
（
一
三
八
条
二
項

前
段
）。
旧
民
法
典
と
は
異
な
り
、
能
力
の
回
復
や
財
産
管
理
で
は
な
く
、
生
活
の
質
の
向
上
が
中
心
と
な
）
41
（
る
。
被
保
佐
人
の
財
産
は
、

か
か
る
目
的
の
た
め
に
消
費
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
項
後
）
42
（

段
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
項
は
、
無
能
力
者
の
健
康
お
よ
び
生
活

の
質
を
最
大
限
に
保
障
す
る
こ
と
を
追
求
す
る
、
保
佐
人
の
職
務
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
民
商
法
典
で
は
、
保
佐
人
の
職
務
基
準
に
関
す
る
定
め
は
、
後
見
を
準
用
し
な
い
保
佐
に
特
有
の
規
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
支
援
人
の

職
務
基
準
と
も
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
支
援
（apoyo
）
は
、「
自
律
を
促
進
し
、
か
つ
被
保
護
者
の
選
好
に
応
じ
た
決
定
を
容
易
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
二
条
三
項
）
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
支
援
人
の
職
務
基
準
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

意
思
決
定
支
援
を
担
う
支
援
（apoyo

）
と
代
行
決
定
を
担
う
保
佐
と
は
、
そ
の
職
務
基
準
の
相
違
が
、
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず

明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
は
、
三
二
条
が
無
能
力
と
限
定
能
力
の
判
断
基
準
と
し
て
意
思
疎
通
に
か
か

る
能
力
を
用
い
、
さ
ら
に
「
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
」
と
い
う
条
件
を
付
け
た
こ
と
に
よ
り
、
両
者
を
二
者
択
一
と
せ
ず
、
前

者
が
後
者
に
劣
後
す
る
構
造
を
と
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
保
佐
と
支
援
（apoyo

）
の
対
象
者
が
明
確
に

異
な
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
両
者
の
職
務
の
相
違
は
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。
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2　

事
前
指
示

　「
能
力
を
有
す
る
者
（persona capaz

）」
は
、
将
来
の
無
能
力
に
備
え
、
保
佐
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
三
九
）
43
（

条
）。
同
条
に

よ
り
、
支
援
（apoyo

）
の
事
前
指
示
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
）
44
（
る
。

　
ま
た
、
六
〇
）
45
（
条
に
よ
り
、「
完
全
な
能
力
を
有
す
る
者
（persona plenam

ente capaz

）」
は
、
健
康
に
関
す
る
処
遇
お
よ
び
医
療
行
為

の
事
前
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
患
者
の
権
利
に
関
す
る
法
律
第
二
六
五
二
九
号
（Ley 26.529 D

erechos del Paciente en su 

Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud

）
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
指
示
は
、
二
名
の
証
人
の
立
ち
合
い
の
下
、
公

証
人
ま
た
は
第
一
審
裁
判
官
の
前
で
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈢
　
保
佐
に
後
見
を
準
用
す
る
規
定

1　

概
念
お
よ
び
一
般
原
則

　
後
見
人
と
し
て
の
欠
格
事
由
や
禁
止
行
為
、
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
行
為
、
報
酬
と
い
っ
た
細
か
な
規
定
に
つ
い
て
は
伝
統
的
構
造

が
維
持
さ
れ
た
も
の
の
、
概
念
お
よ
び
一
般
原
則
（
一
〇
四
）
46
（

条
）
に
関
し
て
未
成
年
者
の
権
利
主
体
性
を
重
視
す
る
方
向
へ
と
舵
を
切
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
民
商
典
法
上
の
後
見
は
、
後
見
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
は
な
く
、
被
後
見
人
た
る
未
成
年
者
の
個
人
的
自
律
を
促
し
、

そ
の
能
力
に
応
じ
て
一
身
専
属
的
な
事
柄
や
財
産
的
な
事
柄
に
関
す
る
意
思
決
定
に
便
宜
を
与
え
る
た
め
の
「
義
務
」
と
し
て
再
構
成
さ

れ
た
。
一
〇
四
条
は
、
一
三
八
条
に
よ
り
、
保
佐
に
準
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
両
類
型
が
い
ず
れ
も
保
護
を
目
的
と
す
る
制
度
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
す
）
47
（

る
。

　
旧
民
法
典
で
は
、
後
見
は
、「
親
権
に
服
さ
な
い
未
成
年
者
の
身
体
及
び
財
産
を
統
治
し
並
び
に
民
事
生
活
上
の
す
べ
て
の
行
為
に
つ

い
て
同
人
を
代
理
す
る
た
め
に
、
法
律
が
与
え
る
権
利
で
あ
る
」（
旧
民
法
典
三
七
七
条
）
と
し
て
、
義
務
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
す
る
こ

と
な
く
、
専
ら
後
見
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
〇
四
条
に
よ
れ
ば
、
後
見
は
、
第
二
編
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「
家
族
関
係
（RELACIO

N
ES D

E FAM
ILIA

）」
第
七
章
「
親
責
任
（Responsabilidad parental

）」
の
一
般
原
則
に
従
う
と
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
義
務
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
親
責
任
は
、
親
権
（patria potestad

）
に
代
わ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
、
三

つ
の
一
般
原
則

―
⒜
「
児
童
の
最
善
の
利
益
」、
⒝
「
精
神
的
身
体
的
性
質
、
資
格
及
び
発
達
に
従
っ
た
、
子
の
漸
進
的
自
律
」、
⒞

「
子
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ
た
、
聴
取
さ
れ
る
権
利
及
び
意
見
を
考
慮
さ
れ
る
権
利
」

―
の
上
に
成
り
立
つ
（
六
三
九
条
）。
か
か

る
三
原
則
を
、
⒜
「
行
為
能
力
制
限
を
受
け
る
者
の
最
善
の
利
益
」、
⒝
「
具
体
的
な
行
為
の
た
め
の
人
の
現
実
の
識
別
能
力
に
適
し
た

自
律
」
と
読
み
替
え
、
⒞
を
六
〇
条
お
よ
び
一
三
九
条
の
事
前
指
示
に
読
み
込
む
見
解
が
あ
）
48
（
る
。

2　

複
数
後
見

　
民
商
法
典
で
は
、
後
見
は
、
未
成
年
者
の
利
益
に
配
慮
し
、
一
人
ま
た
は
複
数
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
（
一
〇
五
）
49
（

条
）。
こ
の
場
合
、
後

見
人
の
間
で
生
じ
た
意
見
の
不
一
致
は
、
後
見
人
と
し
て
の
正
し
い
職
務
遂
行
の
基
準
で
あ
る
親
責
任
の
三
つ
の
一
般
原
則
に
基
づ
き
、

裁
判
官
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
）
50
（

る
。
同
条
は
保
佐
に
準
用
さ
れ
る
。

3　

後
見
の
行
使

　
旧
民
法
典
で
は
、
後
見
人
は
、「
す
べ
て
の
民
事
行
為
に
お
い
て
未
成
年
者
の
正
当
な
代
理
人
」
と
し
て
、「
未
成
年
者
と
の
相
談

（concurso

）
な
し
に
、
そ
の
意
思
と
関
係
な
く
」
後
見
人
が
単
独
で
、
後
見
人
自
身
の
名
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
行
為
を
行
う
と
さ
れ
て

い
た
た
め
（
旧
民
法
四
一
一
条
）、
被
後
見
人
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
意
思
決
定
か
ら
被
後
見
人
自
身
が
排
除
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
商
法
典
で
は
、
後
見
人
は
、「
聴
取
さ
れ
る
権
利
の
行
使
及
び
法
律
又
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
能
力

の
漸
進
的
な
承
認
に
お
け
る
個
人
的
な
活
動
を
除
き
、
す
べ
て
の
財
産
的
性
質
の
問
題
に
お
い
て
」
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
と
な
る

（
一
一
七
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
一
身
専
属
的
権
利
に
関
す
る
意
思
決
定
を
未
成
年
者
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
見
人
の
職
務
は
財
産
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分
野
に
限
定
さ
れ
）
51
（
た
。
し
た
が
っ
て
、
保
佐
人
の
職
務
も
原
則
的
に
財
産
分
野
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
説
得
的
で
あ
り
、
こ
の
点
は

基
本
的
に
日
本
民
法
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
思
表
示
が
絶
対
的
に
不
可
能
で
、
か
つ
事
前
指
示
が
な
く
、
明
ら
か
に
差
し
迫
っ
た

危
険
の
存
す
る
緊
急
の
事
態
に
は
、
保
佐
人
に
医
療
同
意
権
が
認
め
ら
れ
る
（
五
九
条
四
項
）。

4　

後
見
人
の
責
任

　
後
見
人
は
、
職
務
の
行
使
ま
た
は
そ
の
機
会
に
お
い
て
被
後
見
人
に
つ
い
て
生
じ
た
、
あ
ら
ゆ
る
財
産
的
・
非
財
産
的
性
質
の
損
害
の

責
任
を
負
う
（
一
一
八
）
52
（

条
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
見
人
が
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
行
為
に
は
、
父
母
が
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る

行
為
で
あ
る
財
産
処
分
行
為
が
含
ま
れ
る
た
め
（
一
二
一
）
53
（
条
及
び
六
九
二
）
54
（
条
）、
後
見
人
の
職
務
遂
行
は
、
主
と
し
て
管
理
行
為
に
制
限
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
一
八
条
に
基
づ
く
後
見
人
の
責
任
は
、
通
常
の
管
理
行
為
に
お
け
る
義
務
の
不
履
行
か
ら
生
じ
た
損
害
に
関
す

る
民
事
責
任
で
あ
る
と
さ
れ
）
55
（
る
。

　
後
見
人
が
、
児
童
ま
た
は
青
年
の
福
祉
に
害
を
も
た
ら
し
、
そ
の
身
体
ま
た
は
財
産
に
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
場
合
、
親
責
任
に
関
す
る

七
〇
〇
条
な
い
し
七
〇
三
条
に
従
い
、
当
該
後
見
人
に
つ
き
停
止
ま
た
は
解
任
の
手
続
を
採
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
間
、
裁
判
官
は
仮
の

後
見
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
）
56
（
る
。

　
損
害
が
被
後
見
人
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
、
損
害
の
不
可
避
性
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
後
見
人
お
よ
び
保
佐
人
は
、
父
母
と
し
て
の

責
任
を
負
う
（
一
七
五
六
条
）。

5　

後
見
の
終
了

　
⑴
　
後
見
の
終
了
事
由

　
後
見
の
終
了
事
由
は
、
一
三
五
）
57
（

条
に
す
べ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
終
了
（term

inación

）
は
、「conclusión

」
と
「cesación

」
か
ら
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成
り
、
前
者
が
、
後
見
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
の
終
了
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
単
に
元
の
後
見
人
に
代
わ
っ
て
他
の
者
が
後

見
人
に
選
任
さ
れ
る
場
合
の
終
了
を
意
味
す
）
58
（

る
。「conclusión

」
の
事
由
は
、
①
被
後
見
人
の
死
亡
、
②
婚
姻
に
よ
る
被
後
見
人
の
親

権
解
放
、
③
後
見
開
始
事
由
の
消
滅
、
④
被
後
見
人
が
成
年
に
達
し
た
場
合
、
で
あ
る
。「cesación

」
の
事
由
は
、
①
後
見
人
の
死
亡
、

②
後
見
人
の
無
能
力
ま
た
は
限
定
能
力
の
宣
告
、
③
後
見
人
の
解
任
、
④
後
見
人
の
辞
任
、
で
あ
る
。
複
数
後
見
の
場
合
、
一
人
の
後
見

人
に
つ
い
て
生
じ
た
「cesación

」
の
事
由
は
、
他
の
後
見
人
に
影
響
し
な
い
。
ま
た
、
後
見
人
が
死
亡
し
た
場
合
は
、
遺
言
執
行
人
、

相
続
人
に
、
複
数
後
見
に
お
い
て
は
他
の
後
見
人
に
、
当
該
死
亡
の
事
実
を
裁
判
官
へ
通
知
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、

裁
判
官
が
求
め
ら
れ
る
措
置
を
採
る
ま
で
、
必
要
か
つ
適
切
な
決
定
（
緊
急
措
置
）
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
）
59
（

る
。

　
⑵
　
後
見
人
の
解
任

　
①
後
見
人
の
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
場
合
、
②
財
産
目
録
を
作
成
し
な
い
場
合
、
③
未
成
年
者
お
よ
び
そ
の
財
産
に
関
す
る
職
務
を
行

わ
な
い
場
合
、
④
同
居
の
児
童
ま
た
は
青
年
と
の
間
で
紛
争
が
継
続
す
る
場
合
に
、
後
見
人
は
解
任
さ
れ
る
（
一
三
六
）
60
（
条
一
項
）。

　
被
後
見
人
お
よ
び
検
察
庁
は
解
任
請
求
の
原
告
適
格
を
有
し
（
同
条
二
項
）、
ま
た
、
裁
判
官
は
職
権
で
、
後
見
人
を
解
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
被
後
見
人
に
よ
る
申
立
て
は
、
二
六
条
二
項
（「
年
齢
及
び
十
分
な
成
熟
度
を
有
す
る
未
成
年
者
は
、
法
令
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
た
行
為
を
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
定
代
理
人
と
の
間
で
利
益
紛
争
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
扶
助
（asistencia letrada

）
を
伴
っ
て

関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」）
に
相
当
す
）
61
（

る
。
解
任
手
続
が
係
属
す
る
間
は
、
後
見
は
停
止
さ
れ
、
仮
の
後
見
人
が
指
名
さ
れ
）
62
（

る
。

6　

そ
の
他

　
そ
の
他
、
禁
止
行
為
（
一
二
〇
条
）、
裁
判
所
の
許
可
が
求
め
ら
れ
る
行
為
（
一
二
一
条
）、
お
よ
び
、
計
算
書
の
提
示
等
に
つ
い
て
も
、

保
佐
は
後
見
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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㈣
　
無
能
力
宣
告
に
関
す
る
規
定

　
無
能
力
宣
告
は
、
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
か
っ
た
場
合
に
な
さ
れ
る
と
い
う
条
件
が
付
く
た
め
、
こ
れ
に
関
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、

①
申
立
権
者
、
②
判
決
で
宣
告
さ
れ
る
事
項
と
そ
の
範
囲
、
③
再
審
査
義
務
に
関
す
る
規
定
は
、
支
援
（apoyo

）
の
場
合
と
共
通
で
あ

る
。1　

申
立
権
者

　
無
能
力
・
限
定
能
力
の
宣
告
の
申
立
権
者
は
、
①
本
人
、
②
配
偶
者
お
よ
び
共
同
生
活
者
、
③
四
親
等
内
の
親
族
（
姻
族
の
場
合
は
二

親
等
内
）、
④
検
察
庁
（
弁
護
検
察
庁
）
と
さ
れ
（
三
三
条
）、
本
人
が
加
え
ら
れ
た
点
が
最
も
重
要
な
改
正
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
配
偶
者

の
み
な
ら
ず
、「
同
性
で
あ
る
か
異
性
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
共
同
生
活
を
し
、
か
つ
共
同
の
生
活
計
画
（proyecto de vida

）
を
共
有
す

る
二
人
の
単
一
で
公
的
で
周
知
で
安
定
的
で
永
続
的
な
情
緒
的
関
係
に
基
づ
く
結
合
」（
五
〇
九
条
）
と
し
て
、
婚
姻
関
係
に
な
い
共
同

生
活
者
に
よ
る
申
立
て
も
認
め
ら
れ
た
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
検
察
庁
は
、
州
ご
と
に
組
織
さ
）
63
（
れ
、
未
成
年
者
、
無
能
力
者
、
お
よ
び
限
定
能
力
者
の
権
利
擁
護
の
た
め
に
広
く
活

動
す
る
機
関
で
あ
る
。
例
え
ば
、
保
佐
人
に
義
務
の
不
履
行
が
あ
る
場
合
に
、
新
し
い
保
佐
人
を
選
任
す
る
ま
で
の
間
、
仮
の
保
佐
人
選

任
の
申
立
て
等
を
行
う
（
一
〇
三
）
64
（
条
）。
ま
た
、
あ
る
人
が
権
利
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
状
況
に
あ
る
場
合
に
、
そ
の
事
実
を
知
る
が
申
立

権
者
で
な
い
者
（
例
え
ば
、
本
人
の
友
人
）
を
仲
介
す
る
役
割
も
担
）
65
（

う
。

2　

判
決
で
宣
告
さ
れ
る
事
項
と
そ
の
範
囲

　
判
決
で
は
本
人
に
つ
い
て
、
①
診
断
お
よ
び
予
後
、
②
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
期
、
③
既
存
の
本
人
お
よ
び
家
族
の
資
力
、
な
ら
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び
に
社
会
的
な
資
力
、
④
可
能
な
限
り
の
自
律
の
保
護
、
援
助
、
お
よ
び
促
進
の
た
め
の
体
制
が
宣
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
七

条
一
項
）。
か
か
る
宣
告
は
、
学
際
的
チ
ー
ム
の
判
断
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。

　
ま
た
、
判
決
で
は
、
裁
判
官
が
「
個
人
の
自
律
へ
の
悪
影
響
が
最
小
限
と
な
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、
限
定
の
伸
長
及
び
範
囲
を
決
定
し

並
び
に
制
限
さ
れ
る
機
能
及
び
行
為
」
を
特
定
す
る
。
そ
し
て
、
三
二
条
に
従
い
、
選
任
さ
れ
た
支
援
人
ま
た
は
保
佐
人
の
「（
職
務
）

遂
行
の
様
式
の
指
示
を
伴
う
限
定
に
服
す
る
特
定
の
行
為
の
有
効
性
の
基
礎
を
指
定
」
す
る
（
以
上
に
つ
い
て
三
八
条
）。「
行
為
の
有
効
性

の
基
礎
」
と
い
う
や
や
広
範
な
射
程
を
持
つ
文
言
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
が
無
効
以
外
の
制
裁
、
例
え
ば
、
支
援
（apoyo

）

の
特
定
の
様
式
へ
の
違
反
に
よ
る
罰
金
等
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
）
66
（

る
。

3　

再
審
査
義
務

　
無
能
力
の
判
決
は
、
三
年
を
超
え
な
い
期
間
で
再
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
〇
）
67
（
条
一
項
）。
こ
れ
は
裁
判
官
の
義
務
で
あ
る
。

三
年
以
内
に
再
審
査
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
検
察
庁
は
、
再
審
査
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。

　
こ
の
よ
う
な
再
審
査
義
務
は
、
二
〇
一
〇
年
の
精
神
保
健
法
公
布
に
伴
う
改
正
に
よ
っ
て
、
旧
民
法
典
に
お
い
て
は
じ
め
て
導
入
さ
れ

た
手
続
で
あ
る
。
旧
民
法
典
に
お
け
る
再
審
査
義
務
と
の
相
違
は
、
本
人
の
請
求
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
再
審
査
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
が
明

文
化
さ
れ
た
点
に
あ
る
。

㈤
　
検
討

―
民
商
法
典
に
お
け
る
代
行
決
定
の
位
置
づ
け

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
無
能
力
制
度
の
第
一
の
転
換
点
は
、
二
〇
一
〇
年
精
神
保
健
法
公
布
に
伴
う
、
能
力
推
定
原
則
の
導
入
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
無
能
力
宣
告
お
よ
び
保
佐
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
が
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
無
能
力
者
の
保
佐
人
に
広
範
な

代
理
権
を
付
与
し
、
ま
た
、
軽
度
の
類
型
で
あ
る
能
力
喪
失
者
の
保
佐
人
に
財
産
処
分
行
為
に
関
す
る
同
意
権
を
付
与
す
る
と
い
う
、
職
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務
内
容
と
権
限
を
自
動
的
に
決
定
す
る
民
法
上
の
構
造
は
維
持
さ
れ
た
。

　
抜
本
的
な
改
革
を
試
み
た
の
が
民
商
法
典
で
あ
り
、
こ
れ
が
同
制
度
に
お
け
る
第
二
の
転
換
点
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
改
革
に
お

い
て
、
後
見
の
対
象
と
な
る
未
成
年
者
、
そ
し
て
支
援
（apoyo

）
の
対
象
と
な
る
限
定
能
力
者
に
関
す
る
規
定
が
、
当
該
分
野
に
お
け

る
著
し
い
前
進
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
無
能
力
者
に
関
す
る
規
定
は
、
さ
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
は
改
正
が
な

さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
う
つ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
無
能
力
宣
告
に
基
づ
く
代
行
決
定
が
、
意
思
決
定
支
援
を
原
則
と
し
た
制
度
に
お

け
る
例
外
的
な
手
段
と
し
て
影
を
潜
め
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
こ
の
点
に
旧
民
法
典
に
お
け
る
無
能
力
制
度
と
の
相
違

―
代
行
決
定

に
基
づ
い
た
成
年
後
見
制
度
と
の
相
違
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
代
行
決
定
を
組
み
込
ん
だ
形
で
の
「
意
思
決
定
支
援
制

度
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
成
年
後
見
制
度
」
か
ら
「
意
思
決
定
支
援
制
度
」
へ
の
転
換
は
、
代
行
決
定
を
「
必
要
最
小

限
」
の
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て
再
定
置
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
で
は
、
こ
れ
ま

で
分
析
し
て
き
た
民
商
法
典
の
無
能
力
制
度
に
お
い
て
、「
必
要
最
小
限
の
代
行
決
定
」
と
「
副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
代
行
決
定
」
と

が
、
い
か
な
る
要
素
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
順
に
検
討
し
た
い
。

1　

必
要
最
小
限
の
代
行
決
定

　
こ
の
観
点
で
は
、
保
佐
人
の
職
務
範
囲
と
継
続
期
間
の
二
つ
の
側
面
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
民
商
法
典
に
お
け
る
成
年
者
の
無
能
力
は
、
判
決
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
の
無
能
力
を
意
味
す
る
（
二
四
条

⒞
）。
こ
の
判
決
で
は
、
無
能
力
の
範
囲
と
、
こ
れ
と
釣
り
合
う
程
度
で
の
保
佐
人
の
職
務
範
囲
と
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
裁
判
官

は
「
個
人
の
自
律
へ
の
悪
影
響
が
最
小
限
と
な
る
こ
と
に
配
慮
」（
三
八
条
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
必
要
最
小
限
の
介
入
の
原

則
が
働
く
。
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次
に
後
者
に
つ
い
て
、
再
審
査
義
務
に
よ
り
、
無
能
力
の
範
囲
と
保
佐
人
の
職
務
範
囲
と
は
、
最
大
期
間
を
三
年
と
し
て
見
直
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
商
法
典
は
、
無
能
力
宣
告
と
と
も
に
、
保
佐
人
に
画
一
的
か
つ
広
範
な
代
理
権
を
半
永
久
的
に
付
与
す
る
構
造
を
と
ら

な
い
。

2　

副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
代
行
決
定

　
支
援
（apoyo
）
の
副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
保
佐
の
位
置
づ
け
は
、
三
二
条
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
佐
は
、
①

い
か
な
る
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
意
思
疎
通
ま
た
は
意
思
表
示
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
②
支
援
（apoyo

）
が
功
を
奏
さ
な
い
場
合
で

あ
る
こ
と
、
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
は
じ
め
て
開
始
さ
れ
る
。
①
の
要
件
は
、
支
援
（apoyo

）
の
対
象
者
で
あ
る
か
保
佐
の
対

象
者
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、
意
思
疎
通
能
力
を
観
念
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
②
の
要
件
は
、
支
援
（apoyo

）
と

保
佐
の
優
先
関
係

―
意
思
決
定
支
援
と
代
行
決
定
の
優
先
関
係
を
明
確
に
す
る
。

　
保
佐
に
対
す
る
支
援
（apoyo

）
の
優
先
性
は
、
職
務
基
準
の
違
い
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
支
援
人
の
職
務
基
準
は
、「
自
律

を
促
進
し
、
か
つ
被
保
護
者
の
選
好
に
応
じ
た
決
定
を
容
易
に
」
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
佐
人
の
職
務
基
準
は
、「
無
能
力
者

の
身
体
及
び
財
産
を
養
護
す
る
こ
と
並
び
に
健
康
の
回
復
に
努
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
前
者
は
「
本
人
意
思
尊
重
」
に
、
後
者
は
「
身
上

配
慮
」
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
①
お
よ
び
②
の
要
件
に
よ
っ
て
、
保
佐
の
対
象

者
と
支
援
（apoyo

）
の
対
象
者
が
ま
っ
た
く
異
な
る
状
況
に
あ
る
人
々
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
も
っ
と
も
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
支
援
制
度
の
導
入
が
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、「
必
要
最
小
限
」
か
つ
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て

残
置
さ
れ
た
保
佐
に
つ
い
て
、
条
約
一
二
条
違
反
の
観
点
か
ら
批
判
も
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
民
商
法
典
に
お
け
る
無
能
力
制
度
を
、

「
自
身
の
無
能
力
に
備
え
て
医
的
事
前
指
示
（
六
〇
条
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
人
」
に
と
っ
て
の
「
最
高
の
保
護

（tutela

）」
と
位
置
づ
け
る
見
解
が
あ
）
68
（

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
保
佐
人
の
事
前
指
示
（
一
三
八
条
）
は
、「
本
人
自
ら
が
選
ん
だ
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人
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
単
な
る
代
理
人
に
よ
る
意
思
決
定
と
し
て
で
は
な
く
、
本
人
を
中
心
に
置
く
代
行

決
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

四
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
い
て
、
判
断
能
力
不
十
分
者
の
保
護
は
、
障
害
者
権
利
委
員
会
の
勧
告
を
踏
ま
え
、
条
約
一
二
条
の
遵
守
を
意
識

し
た
、
意
思
決
定
支
援
制
度
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
的
意
見
第
一
号
が
求
め
る
よ
う
な
代
行
決
定
の
全
廃
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
代
行
決
定
を
「
必
要
最
小
限
」
の
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て
組
み
込
ん
だ
形
で
の
意
思
決
定
支
援
制
度
で
あ

る
と
考
え
る
。
以
下
で
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
意
思
決
定
支
援
制
度
に
お
け
る
代
行
決
定
の
位
置
づ
け
か
ら
示
唆
を
得
て
、
日
本
の
成
年

後
見
制
度
を
、「
必
要
最
小
限
の
代
行
決
定
」（
㈠
）
と
「
副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
代
行
決
定
」（
㈡
）
の
二
つ
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

㈠
　
必
要
最
小
限
の
代
行
決
定

　
日
本
法
に
お
い
て
、「
必
要
最
小
限
の
代
行
決
定
」
の
観
点
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
後
見
類
型
と
保
佐
類
型
で
あ
る
。
前
者
は
、

後
見
人
に
広
範
囲
に
わ
た
る
代
理
権
と
取
消
権
を
付
与
し
、
後
者
は
、
保
佐
人
に
民
法
一
三
条
一
項
所
定
の
行
為
に
つ
い
て
同
意
権
と
取

消
権
を
付
与
す
る
。
そ
し
て
、
後
見
人
ま
た
は
保
佐
人
の
権
限
の
範
囲
は
、
そ
の
ま
ま
本
人
の
能
力
制
限
の
範
囲
と
な
る
た
め
、
両
類
型

は
、
開
始
と
同
時
に
画
一
的
な
能
力
制
限
が
な
さ
れ
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
う
し
た
制
度
は
、
条
約
一
二
条
に
適
合
し
な
い
。

　
そ
こ
で
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
権
限
の
範
囲
で
後
見
人
を
本
人
の
代
理
人
と
す
る
方
向
性
、
あ
る
い
は
、
後
見
類
型
を
廃
止

し
た
上
で
こ
の
よ
う
な
運
用
を
保
佐
人
へ
の
代
理
権
付
与
（
民
法
八
七
六
条
の
四
）
を
中
心
に
し
て
確
立
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
方
向
性
は
、
事
前
指
示
の
活
用
と
両
輪
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
事
前
指
示
が
、
完
全
な
る
他
者
決
定
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に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
機
能
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
意
思
決
定
支
援
を
原
則
と
し
た
制
度
に
お
け
る
後
見
ま
た
は
保
佐
（
以
下
、「
新
た
な
代
行
決
定
制
度
」）
と
は
、
基
本
的
に

は
、
判
断
能
力
不
十
分
者
と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
も
で
き
な
い
人
々
を
保
護
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
例
え
ば
、
昏
睡
状
態
に
あ
る
人
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
定
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
代
理
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、

本
人
の
申
立
て
ま
た
は
同
意
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
保
佐
類
型
に
お
け
る
保
佐
人
へ
の
代
理
権
付
与
に

つ
い
て
は
、
本
人
以
外
が
保
佐
人
へ
の
代
理
権
付
与
を
申
し
立
て
る
場
合
の
要
件
か
ら
「
本
人
の
同
意
」
を
削
除
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

㈡
　
副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
代
行
決
定

　「
副
次
的
な
手
段
と
し
て
の
代
行
決
定
」
の
観
点
で
は
、
第
一
に
、
能
力
制
限
の
類
型
が
問
題
と
な
る
。
日
本
法
に
お
い
て
は
、
後
見

開
始
審
判
の
申
立
て
に
あ
た
り
、
申
立
て
の
趣
旨
と
し
て
、
求
め
る
法
定
後
見
の
類
型
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
）
69
（
る
。
こ
の
点
か
ら
、

現
行
法
で
は
、
包
括
的
な
代
理
権
、
同
意
権
、
お
よ
び
取
消
権
の
対
象
と
な
る
後
見
類
型
と
、
画
一
的
な
同
意
権
お
よ
び
取
消
権
の
対
象

と
な
る
保
佐
類
型
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
な
支
援
・
保
護
を
可
能
と
す
る
補
助
類
型
が
、
本
人
側
に
与
え
ら
れ
る
「
選
択
肢
」
と
な
っ
て
い

る
。
た
し
か
に
、
本
人
が
類
型
を
選
択
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
た
仕
組
み
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
意

思
決
定
支
援
を
原
則
と
し
た
場
合
に
は
、
新
た
な
代
行
決
定
制
度
と
し
て
の
後
見
ま
た
は
保
佐
開
始
の
時
点
で
、
本
人
は
意
思
表
示
が
で

き
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
人
の
意
思
は
、
類
型
の
選
択

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
代
理
人
の
指
定
を
含
め
た
事
前
指
示
の
手
続
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
意
思
決
定
支
援
と
新
た
な
代
行
決
定
制
度
の
職
務
基
準
は
、
明
確
に
異
な
る
も
の
と
し
て
規
定
す
べ
き
と
考
え
る
。
具
体
的

に
は
、
補
助
の
職
務
を
意
思
決
定
支
援
に
拡
大
し
、
補
助
人
が
支
援
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
仮
定
し
た
場
合
、
民
法
八
七
六
条
の

一
〇
第
一
項
に
よ
り
、
補
助
の
事
務
に
保
佐
の
職
務
基
準
で
あ
る
八
七
六
条
の
五
第
一
項
が
準
用
さ
れ
る
点
が
問
題
と
な
る
。
同
条
か
ら
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は
、
保
佐
の
事
務
の
範
囲
内
で
の
身
上
配
慮
義
務
と
本
人
意
思
尊
重
義
務
と
が
導
か
れ
る
が
、
両
者
の
優
先
関
係
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

対
象
者
と
職
務
の
性
質
上
、
新
た
な
代
行
決
定
制
度
は
身
上
配
慮
義
務
、
意
思
決
定
支
援
を
行
う
補
助
は
本
人
意
思
尊
重
義
務
に
、
そ
れ

ぞ
れ
重
心
が
置
か
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

五
　
課
題
の
提
示

　
本
稿
で
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
意
思
決
定
支
援
制
度
に
お
け
る
保
佐
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制

度
が
意
思
決
定
支
援
制
度
へ
と
転
換
す
る
に
向
け
、
代
行
決
定
を
「
必
要
最
小
限
」
の
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
て
再
定
置
す
る
た
め
の

示
唆
を
得
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
際
、
以
下
の
二
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
第
一
に
、
意
思
決
定
支
援
制
度
で
は
、
代
行
決
定
に
対
す
る
意
思
決
定
支
援
の
優
先
性
は
、
厳
格
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
両
類
型
の
判
断
基
準
を
意
思
疎
通
に
か
か
る
能
力
の
有
無
に
置
く
と
仮
定
し
た
場
合
、
こ
れ
を
判
定
す
る
手
続
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
が
重
要
と
な
る
。

　
第
二
に
、
代
行
決
定
の
類
型
を
「
必
要
最
小
限
」
の
「
副
次
的
な
手
段
」
と
し
た
場
合
に
も
、
職
務
内
容
を
広
げ
る
必
要
性
に
留
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
同
意
権
に
関
す
る
法
の
欠
缺
が
学
説
お
よ
び
実
務
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
身
専
属

的
な
領
域
に
お
け
る
第
三
者
の
関
与
の
在
り
方
が
問
題
と
な
る
。

（
1
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
上
山
泰
＝
菅
富
美
枝
「
成
年
後
見
制
度
の
理
念
的
再
検
討
」
菅
富
美
枝
編
『
成
年
後
見
制
度
の
新
た
な
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ

ン
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
）
四
頁
で
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
改
革
が
「『
小
さ
な
成
年
後
見
』（『
必
要
最
小
限
の
範
囲
に
お
け
る
介

入
』）」
を
志
向
す
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
わ
が
国
の
現
行
制
度
は
「
大
き
な
成
年
後
見
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
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（
2
）  

上
山
＝
菅
・
前
掲
注
（
1
）
二
一
―
三
〇
頁
、
上
山
泰
『
専
門
職
後
見
人
と
身
上
監
護
〔
第
3
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
五
年
）
三
二

二
―
三
二
五
頁
、
青
木
仁
美
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
成
年
後
見
法
制
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
三
六
二
―
三
六
三
頁
。

（
3
）  

新
美
育
文
「
意
思
決
定
の
代
行
制
度
の
整
備
に
む
け
て
」
法
時
六
七
巻
一
〇
号
（
一
九
九
五
年
）
六
―
七
頁
参
照
。

（
4
）  
新
井
誠
「
成
年
後
見
法
の
展
望
」
新
井
誠
＝
赤
沼
康
弘
＝
大
貫
正
男
『
成
年
後
見
法
制
の
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
五
三
二
―

五
三
四
頁
。

（
5
）  
田
山
輝
明
「
障
害
者
権
利
条
約
と
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
ま
と
め
」
田
山
輝
明
編
『
成
年
後
見
制
度
と
障
害
者
権
利
条
約
』（
三
省
堂
、
二

〇
一
二
年
）
一
七
二
―
一
七
三
頁
。

（
6
）  

岡
孝
「
国
連
障
害
者
権
利
条
約
を
踏
ま
え
た
日
本
の
成
年
後
見
制
度
の
再
検
討

―
任
意
代
理
権
の
活
用

―
」
草
野
芳
郎
＝
岡
孝
編
『
高
齢

者
支
援
の
新
た
な
枠
組
み
を
求
め
て
』（
白
峰
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
七
九
―
二
九
三
頁
。

（
7
）  

こ
れ
に
対
し
、
類
型
化
の
画
一
性
を
緩
和
す
る
た
め
の
機
能
を
「
自
己
決
定
の
尊
重
」
に
見
出
す
見
解
と
し
て
、
於
保
不
二
雄
＝
中
川
淳
編

『
新
版
注
釈
民
法
25
〔
改
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
四
頁
〔
吉
村
朋
代
執
筆
〕。

（
8
）  

菅
富
美
枝
「
民
法
八
五
八
条
に
お
け
る
「
本
人
意
思
尊
重
義
務
」
の
解
釈

―
本
人
中
心
主
義
に
立
っ
た
成
年
後
見
制
度
の
実
現

―
」
法
政

論
集
二
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
九
―
一
五
三
頁
。

（
9
）  

佐
々
木
育
子
「
成
年
後
見
制
度
か
ら
意
思
決
定
支
援
制
度
へ
―
―
自
己
決
定
を
支
え
る
新
し
い
制
度
の
必
要
性
」
論
ジ
ュ
リ
二
七
号
（
二
〇
一

八
年
）
七
四
頁
で
は
、
意
思
決
定
支
援
を
中
心
に
、
そ
こ
に
法
定
後
見
や
任
意
後
見
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
の
か
を
、
一
つ
の
法
律
に
お
い
て
統

一
的
に
立
法
化
し
た
「
意
思
決
定
支
援
法
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
10
）  

旧
民
法
典
五
六
条
　
無
能
力
者
は
、
法
律
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
代
理
人
を
通
じ
て
、
権
利
を
取
得
し
又
は
義
務
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）  

成
人
年
齢
は
、
一
九
六
八
年
改
正
で
二
一
歳
、
二
〇
〇
九
年
改
正
で
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

（
12
）  

旧
民
法
典
六
二
条
　
無
能
力
者
の
代
理
は
、
本
法
典
に
お
い
て
除
外
さ
れ
な
い
民
事
生
活
上
の
す
べ
て
の
行
為
に
及
ぶ
。

（
13
）  Julio César Rivera; Luis Daniel Crovi, D

erecho Civil Parte G
eneral, 1

aed., Ciudad Autónom
a de Buenos Aires: Abeledo Perrot, 

2016, p. 280.

（
14
）  

旧
民
法
典
一
五
二
条
の
二
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
司
法
上
、
能
力
を
喪
失
し
得
る
：

　
　
　
1º
　
習
慣
的
な
酩
酊
又
は
麻
薬
の
使
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
法
律
行
為
を
す
る
者
。

　
　
　
2º  

　
本
法
典
一
四
一
条
所
定
の
状
態
に
達
し
て
お
ら
ず
、
裁
判
官
が
そ
の
完
全
な
能
力
の
行
使
の
結
果
そ
の
身
体
又
は
財
産
に
損
害
と
な
り
得
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る
と
考
え
た
場
合
、
機
能
（facultad

）
減
退
者
。

　
　
　
3º  

　
財
産
管
理
行
為
及
び
処
分
行
為
に
お
け
る
浪
費
に
よ
っ
て
、
家
族
を
財
産
の
喪
失
に
曝
す
者
。
責
任
の
帰
属
す
る
者
が
配
偶
者
、
尊
属
、

又
は
卑
属
を
有
し
、
そ
の
財
産
の
重
要
な
部
分
を
浪
費
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
の
み
能
力
喪
失
と
な
る
。
能
力
喪
失
の
申
立
て

は
、
配
偶
者
、
尊
属
、
及
び
卑
属
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
能
力
喪
失
者
に
は
保
佐
人
が
選
任
さ
れ
、
心
神
喪
失
に
よ
る
無
能
力
の
宣
告
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
規
範
が
適
用
さ
れ
る
。

　
　
　
保
佐
人
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
能
力
喪
失
者
は
生
存
中
、
財
産
処
分
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
能
力
喪
失
者
は
、
能
力
喪
失
の
判
決
が
状
況
を
考
慮
し
て
制
限
し
た
こ
と
を
除
き
、
単
独
で
、
管
理
行
為
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
15
）  

精
神
保
健
法
三
条
は
、「
精
神
保
健
」
を
「
歴
史
的
、
社
会
経
済
的
、
文
化
的
、
生
物
学
的
及
び
心
理
学
的
な
構
成
要
素
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ

る
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
り
、「
そ
の
保
護
及
び
向
上
は
す
べ
て
の
人
の
人
権
及
び
社
会
権
の
実
体
化
に
関
す
る
社
会
構
造
の
活
性
化
を
伴
う
も
の
で

あ
る
」
と
定
義
づ
け
、
さ
ら
に
、「
す
べ
て
の
人
の
能
力
の
推
定
」
が
原
則
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
五
条
は
、「
精
神
保
健
分
野
で

の
診
断
が
あ
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
損
害
の
危
険
又
は
無
能
力
を
推
定
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
当
該
推
定
は
、
唯
一
、
特
定
の

時
期
に
お
け
る
各
個
別
的
状
況
に
関
す
る
学
際
的
評
価
か
ら
の
み
引
き
出
さ
れ
る
」
と
し
て
、
能
力
に
関
す
る
評
価
が
病
状
診
断
の
一
辺
倒
で
は

な
く
学
際
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

（
16
）  Julio César Rivera; Luis D
aniel Crovi, op. cit., p. 283.

（
17
）  

旧
民
法
典
一
五
二
条
の
三
　
能
力
喪
失
又
は
無
能
力
に
関
す
る
司
法
上
の
宣
告
は
、
学
際
的
評
価
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
医
師
ら
（facultati-

vos

）
の
診
察
（exam
en

）
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
個
人
的
自
律
へ
の
影
響
が
最
小
限
と

な
る
よ
う
努
め
て
、
制
限
さ
れ
る
機
能
及
び
行
為
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
18
）  Julio César Rivera; Luis D

aniel Crovi, op. cit., pp. 242 y 283 -284.

（
19
）  Ibid., p. 284.

（
20
）  

障
害
者
権
利
委
員
会
は
、
障
害
者
権
利
条
約
三
四
条
以
下
に
基
づ
き
、
同
条
約
の
国
際
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
。

（
21
）  O
bservaciones finales sobre el inform

e inicial de Argentina, pará. 19 -22.

（
22
）  

二
〇
一
二
年
法
案
に
至
る
ま
で
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
法
は
、
一
九
二
六
年
草
案
、
一
九
三
六
年
法
案
、
一
九
五
四
年
草
案
、
一
九
八
七
年
法

案
、
一
九
九
三
年
法
案
、
一
九
九
八
法
案
と
い
う
改
正
の
経
緯
を
辿
っ
て
い
る
。

（
23
）  Sofía M

IN
IERI, 

“EL D
ERECH

O
 D
E LAS PERSO

N
AS CO

N
 D
ISCAPACIDAD

 AL RECO
N
O
CIM
IEN
TO
 D
E SU

 CAPACI-
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DAD
 JU
RÍD
ICA EN

 EL PROYECTO
 D
E REFO

RM
A D
EL CÓ

D
IG
O
 CIV

IL CU
EN
TAS PEN

D
IEN
TES D

E U
N
A REFO

RM
A 

LEG
AL N

ECESARIA

”, in En Letra, AñoI, N
º 1, 2014, p. 207.

（
24
）  

一
般
的
意
見
第
一
号
は
、「
法
的
能
力
」（
条
約
一
二
条
）
の
射
程
に
、
権
利
能
力
の
み
な
ら
ず
行
為
能
力
ま
で
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し

て
い
る
。

（
25
）  
訳
出
は
、
上
山
泰
「
現
行
成
年
後
見
制
度
と
障
が
い
の
あ
る
人
の
権
利
に
関
す
る
条
約
12
条
の
整
合
性
」
菅
編
・
前
掲
注
（
1
）
九
九
頁
に

倣
っ
た
。

（
26
）  

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
民
商
法
典
に
お
け
る
支
援
制
度
（sistem
a de apoyos

）
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
詩
帆
「
二
〇
一
四
年
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
新

民
商
法
典
に
お
け
る
「
支
援
（apoyo

）」
制
度

―
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
の
改
革
と
障
害
者
権
利
条
約
へ
の
適
合
に
向
け
て

―
」
法
学

政
治
学
論
究
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
〇
七
―
二
四
〇
頁
。

（
27
）  

民
商
法
典
四
三
条
　
概
念
。
機
能
。
選
任
。
自
己
を
統
制
し
、
財
産
を
管
理
し
及
び
一
般
の
法
律
行
為
を
行
う
た
め
に
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る

人
の
意
思
決
定
を
容
易
に
す
る
司
法
上
又
は
司
法
外
の
性
質
を
有
す
る
い
か
な
る
措
置
も
支
援
（apoyo

）
と
す
る
。

　
　
　
支
援
（apoyo

）
の
措
置
は
、
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
、
自
律
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
意
思
疎
通
、
理
解
及
び
意
思
表
示
を
容
易
に
す
る

と
い
う
機
能
を
有
す
る
。

　
　
　
本
人
は
、
支
援
（apoyo

）
と
し
て
一
人
又
は
複
数
の
信
頼
す
る
者
の
選
任
を
、
裁
判
官
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
官
は
、
選
任
の

範
囲
を
評
価
し
及
び
そ
の
起
こ
り
得
る
紛
争
又
は
不
当
な
影
響
に
関
し
て
同
人
の
保
護
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定
は
支
援

（apoyo

）
の
措
置
の
基
礎
及
び
資
格
を
明
ら
か
に
し
、
必
要
な
ら
ば
決
定
は
身
分
及
び
人
の
能
力
の
登
録
簿
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
28
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso

（coords.

）, Código Civil y Com
ercial de la N

ación Com
entado Tom

o 1 
Título Prelim

inar y Libro Prim
ero A

rtículo 1 a 400, 1
aed., Ciudad Autónom

a de Buenos Aires: Infojus, 2015, p. 115; Red por 
los D

erechos de las Personas con D
iscapacidad 

（RED
I

）; Centro de Estudios Legales y Sociales 

（CELS

）, 

“Principios de inter-
pretación del m

odelo de capacidad jurídica y del sistem
a de apoyos del nuevo Código Civil y Com

ericial de la N
ación

”, 2018, 
pp. 2 -3 

〈https://w
w
w.cels.org.ar/w

eb/w
p-content/uploads/2018/01/Principios-de-interpretación-jurídica-C

C
C
N
.pdf

〉 

（2019/11/14

）.

（
29
）  Sofía M

IN
IERI, op. cit., p. 207.

（
30
）  

民
商
法
典
一
三
八
条
　
適
用
範
囲
。
保
佐
は
本
款
に
お
い
て
変
更
さ
れ
な
い
後
見
の
規
定
に
従
う
。
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保
佐
人
の
主
要
な
職
務
は
、
無
能
力
者
の
身
体
及
び
財
産
を
養
護
す
る
こ
と
並
び
に
健
康
の
回
復
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
被
保
護
者
の
財
産

の
所
得
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
優
先
的
に
割
り
当
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
31
）  

民
商
法
典
一
〇
〇
条
　
一
般
規
則
。
無
能
力
者
は
、
代
理
人
を
通
じ
て
、
単
独
で
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
権
利
を
行
使
す
る
。

（
32
）  
民
商
法
典
一
〇
一
条
　
列
挙
。
次
に
掲
げ
る
者
が
代
理
人
と
な
る
。

　
　
　
   a）
　
胎
児
の
場
合
は
、
そ
の
父
母
。

　
　
　
   b）  
　
親
権
解
放
さ
れ
て
い
な
い
未
成
年
者
の
場
合
は
、
そ
の
父
母
。
父
母
が
な
い
場
合
、
父
母
が
無
能
力
者
の
場
合
、
親
責
任
を
喪
失
し
た
場

合
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
選
任
さ
れ
た
後
見
人
。

　
　
　
   c）  

　
限
定
能
力
者
の
場
合
は
、
判
決
に
従
っ
て
一
定
の
行
為
の
た
め
に
代
理
を
す
る
時
は
、
選
任
さ
れ
た
一
人
又
は
複
数
の
支
援
人
。
三
二
条

最
終
項
所
定
の
無
能
力
者
の
場
合
は
、
選
任
さ
れ
た
保
佐
人
。

（
33
）  

民
商
法
典
二
五
条
　
未
成
年
者
及
び
青
年
。
未
成
年
と
は
、
一
八
歳
未
満
の
者
で
あ
る
。

　
　
　
本
法
は
、
一
三
歳
以
上
の
未
成
年
者
を
青
年
と
す
る
。

（
34
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 61.

（
35
）  

民
商
法
典
二
六
条
　
未
成
年
者
に
よ
る
権
利
の
行
使
。
未
成
年
者
は
、
同
人
の
法
定
代
理
人
を
通
じ
て
権
利
を
行
使
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
年
齢
及
び
十
分
な
成
熟
度
を
有
す
る
未
成
年
者
は
、
法
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
行
為
を
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
法
定
代
理

人
と
の
間
で
利
益
紛
争
が
あ
る
場
合
は
、
裁
判
扶
助
（asistencia letrada

）
を
伴
っ
て
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
未
成
年
者
は
、
自
ら
に
関
す
る
す
べ
て
の
司
法
手
続
に
お
い
て
聴
取
さ
れ
る
権
利
及
び
身
体
に
関
す
る
決
定
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
青
年
は
、
非
侵
襲
的
で
、
健
康
状
態
を
危
う
く
せ
ず
、
そ
の
生
活
又
は
身
体
的
完
全
性
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ

せ
な
い
治
療
に
関
し
て
、
単
独
で
決
定
す
る
資
格
を
有
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　
健
康
状
態
を
危
う
く
す
る
侵
襲
的
な
治
療
の
場
合
又
は
完
全
性
若
し
く
は
生
活
が
重
大
な
危
険
に
あ
る
場
合
、
青
年
は
、
同
人
の
親
権
者

（progenitores

）
の
援
助
を
伴
っ
て
同
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
間
の
紛
争
は
、
医
療
行
為
を
す
る
か
し
な
い
か
の
状
況
に
関
す
る

医
学
的
意
見
に
基
づ
い
て
、
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
て
解
決
さ
れ
る
。

　
　
　
一
六
歳
以
上
の
青
年
は
、
そ
の
身
体
の
養
護
に
関
す
る
決
定
に
つ
き
、
成
年
者
と
み
な
さ
れ
る
。

（
36
）  Julio César Rivera; Luis D

aniel Crovi, op. cit., p. 259. 

（
37
）  Ibid., p. 259.
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（
38
）  

民
商
法
典
二
四
条
　
行
為
無
能
力
者
。
次
に
掲
げ
る
者
は
行
為
無
能
力
で
あ
る
。

　
　
　
   a）
　
胎
児

　
　
　
   b）
　
本
節
第
二
款
に
規
定
さ
れ
た
範
囲
の
年
齢
及
び
十
分
に
成
熟
し
た
段
階
に
達
し
て
い
な
い
者

　
　
　
   c）
　
判
決
に
よ
っ
て
無
能
力
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
決
定
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て

（
39
）  
民
商
法
典
三
二
条
　
限
定
能
力
者
及
び
無
能
力
者
。
裁
判
官
は
、
永
久
的
又
は
持
続
的
で
十
分
に
重
大
な
中
毒
又
は
精
神
の
変
化
を
患
う
一
三

歳
以
上
の
者
が
、
そ
の
完
全
な
能
力
の
行
使
に
よ
っ
て
、
身
体
又
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
が
特
定
の
行
為
を
す
る
た
め

の
能
力
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
前
記
の
行
為
に
関
し
て
、
裁
判
官
は
、
人
の
必
要
性
及
び
状
況
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
が
な
さ
れ
た
職
務
を
明
示
し
て
、
四
三
条
が
定
め
る
必

要
な
一
人
又
は
複
数
の
支
援
（apoyo

）
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
選
任
さ
れ
た
一
人
又
は
複
数
の
支
援
（apoyo

）
は
、
自
律
を
促
進
し
、
か
つ
被
保
護
者
の
選
好
に
応
じ
た
決
定
を
容
易
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
　
　
例
外
的
に
、
人
が
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
及
び
い
か
な
る
形
態
、
手
段
又
は
様
式
に
よ
っ
て
も
意
思
表
示
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に
な

り
、
か
つ
支
援
制
度
が
役
に
立
た
な
い
場
合
、
裁
判
官
は
無
能
力
を
宣
告
し
保
佐
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
40
）  RED

I y CELS, op. cit., p. 7.

（
41
）  W

alter F. Krieger; Lidia M
. R. G

arrido Cordobera; Alejandro Borda; Pascual E. Alferillo, Código Civil y Com
ercial, 1

a ed., 
Ciudad Autónom

a de Buenos Aires: Astrea, 2015, p. 169.

（
42
）  

例
え
ば
、
よ
り
頻
繁
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
、
容
易
か
つ
迅
速
な
ア
ク
セ
ス
、
及
び
幅
広
い
サ
ー
ビ
ス
を
保
障
す
る
た
め
の
治
療
等
を
目
的
と
し

て
、
財
産
を
消
費
す
る
こ
と
で
あ
る
（M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 269

）。
わ
が
国
に

お
い
て
も
、
民
法
八
五
八
条
の
意
義
は
、
意
思
決
定
の
代
行
と
し
て
の
成
年
後
見
制
度
の
解
釈
を
崩
さ
な
い
限
り
で
、
例
え
ば
、
被
後
見
人
の
財

産
を
た
だ
維
持
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
の
向
上
の
た
め
に
積
極
的
に
消
費
す
べ
き
と
い
う
指
針
を
示
す
こ
と
に
あ
る
と
す
る
見
解
に
つ
き
、
水

野
紀
子
「
成
年
後
見
人
の
身
上
監
護
義
務
」
判
タ
一
〇
三
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
六
頁
。

（
43
）  

民
商
法
典
一
三
九
条
　
保
佐
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
。
能
力
を
有
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
示
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
佐

を
行
う
べ
き
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
父
母
は
、
後
見
人
を
指
名
し
得
る
場
合
及
び
方
式
で
、
無
能
力
又
は
限
定
能
力
で
あ
る
子
の
保
佐
人
及
び
支
援
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
指
名
は
、
い
ず
れ
も
、
司
法
上
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
れ
ら
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
官
は
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
者
の
事
実
上
別
れ
て
い
な
い
配
偶
者
、
共
同
生
活
を
営
む
者
、
子
、
父

母
又
は
兄
弟
姉
妹
の
中
か
ら
最
も
適
任
で
あ
る
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
適
切
性
及
び
経
済
的
適
切
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
44
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 270.

（
45
）  
民
商
法
典
六
〇
条
　
事
前
指
示
。
完
全
な
能
力
を
有
す
る
者
は
、
事
前
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
健
康
に
関
す
る
委
任
及
び
無
能
力
の
た
め

の
委
任
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
医
療
行
為
の
同
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
及
び
同
人
の
保
佐
を
行
う
一
人
又
は
複
数
の
者
を
選
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
楽
死
の
実
務
を
行
う
こ
と
を
含
む
指
示
は
、
書
面
に
含
ま
れ
な
い
。

　
　
　
か
か
る
意
思
の
宣
告
は
、
い
つ
で
も
取
り
消
し
得
る
。

（
46
）  

民
商
法
典
一
〇
四
条
　
概
念
及
び
一
般
原
則
。
後
見
は
、
親
責
任
を
行
使
す
る
者
が
な
い
場
合
に
、
民
事
能
力
（capacidad civil

）
の
完
全

さ
に
達
し
て
い
な
い
少
年
、
少
女
及
び
青
年
の
身
体
及
び
財
産
に
対
す
る
保
護
を
与
え
る
た
め
に
選
任
さ
れ
る
。

　
　
　
第
二
編
第
七
章
に
列
挙
さ
れ
た
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る
。

　
　
　
親
責
任
の
章
の
規
定
に
従
い
、
監
護
が
親
族
に
授
権
さ
れ
て
い
た
場
合
、
こ
れ
が
最
善
の
利
益
に
資
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
同
様
の
観
点
で
親
権

者
が
親
族
に
そ
の
行
使
を
委
任
し
た
な
ら
ば
、
少
年
、
少
女
及
び
青
年
の
身
体
及
び
財
産
の
保
護
は
、
監
護
を
授
権
し
た
裁
判
官
の
決
定
に
よ
っ

て
監
護
者
の
職
務
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
委
任
を
認
め
た
裁
判
官
は
、
少
年
、
少
女
及
び
青
年
の
身
体
及
び
財
産
の
保
護
の
機
能
を
授
権
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
監
護
者
は
、
財
産
的
性
質
を
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
お
い
て
、
少
年
、
少
女
及
び
青
年
の
法
定

代
理
人
と
な
る
。

（
47
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 266.

（
48
）  Alicia B. Rajm

il; Luis Rogelio Llorens, 

“Apuntes acerca del regim
en de capacidad de las personas hum

anas en el Código 
Civil y Com

ercial de la República Argentina 

（Ley 26.994
）”, in Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, AñoIX, 

N
o. 36, 2017, pp. 97 -101. 

も
っ
と
も
、
著
者
は
無
能
力
宣
告
の
残
置
を
批
判
し
、
あ
く
ま
で
限
定
能
力
の
枠
組
み
で
の
解
釈
を
試
み
て
い
る
。

（
49
）  

民
商
法
典
一
〇
五
条
　
特
徴
。
後
見
は
一
人
又
は
複
数
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。

　
　
　
複
数
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
場
合
、
判
断
の
不
一
致
は
、
検
察
庁
の
し
か
る
べ
き
介
入
を
伴
い
、
後
見
を
選
任
し
た
裁
判
官
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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後
見
人
の
職
務
は
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
。
検
察
庁
は
一
〇
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
介
入
す
る
。

（
50
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 222.
（
51
）  Ibid., p. 240.

（
52
）  
民
商
法
典
一
一
八
条
　
責
任
。
後
見
人
は
機
能
の
行
使
又
は
そ
の
機
会
に
お
い
て
、
過
失
に
よ
っ
て
又
は
作
為
（acción

）
若
し
く
は
不
作
為

（om
isión

）
に
よ
っ
て
被
後
見
人
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
の
責
任
を
負
う
。
被
後
見
人
、
す
べ
て
の
親
族
又
は
検
察
庁
は
、
職
権
で
採
ら
れ
る
場

合
は
別
と
し
て
、
救
済
の
た
め
に
必
要
な
手
段
を
司
法
上
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
53
）  

民
商
法
典
一
二
一
条
　
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
行
為
。
父
母
が
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
行
為
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
こ
と
の
た
め
に
、
後

見
人
は
裁
判
所
の
許
可
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
   a）
　
不
動
産
又
は
被
後
見
人
の
扶
養
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
の
に
有
益
で
な
い
財
産
（bien

）
を
取
得
す
る
こ
と
。

　
　
　
   b）
　
被
後
見
人
の
金
銭
を
貸
す
こ
と
。
許
可
は
、
専
ら
十
分
な
現
実
の
補
償
が
存
す
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
。

　
　
　
   c）  

　
被
後
見
人
の
財
産
を
賃
貸
す
る
こ
と
又
は
三
年
を
上
回
る
期
間
の
類
似
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
契
約
は
被
後
見
人
が
成
年
に
達
し
た
時
に
終
了
す
る
。

　
　
　
   d）
　
住
所
で
あ
る
家
（casa habitación

）
で
な
い
不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
。

　
　
　
   e）
　
借
金
、
相
続
又
は
贈
与
の
拒
否
、
売
買
及
び
破
産
者
で
あ
る
債
務
者
へ
の
信
用
の
免
除
。

　
　
　
   f）
　
財
産
の
補
償
又
は
保
存
に
な
ら
な
い
巨
額
の
出
費
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
   g）  

　
後
見
人
の
四
親
等
内
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
緊
密
な
同
僚
（socios

）
若
し
く
は
友
人
が
、
直
接
又
は
間
接
的
に
こ
れ
ら
す
べ

て
の
行
為
を
行
う
こ
と
。

（
54
）  

民
商
法
六
九
二
条
　
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
行
為
。
子
の
財
産
を
処
分
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
。
許
可
な
く
な
さ
れ
た

行
為
が
子
に
損
害
を
与
え
る
場
合
、
無
効
と
宣
告
さ
れ
得
る
。

（
55
）  M
arisa H

errera; G
ustavo Caram

elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., pp. 241 -242.

（
56
）  Ibid., p. 242.

（
57
）  

民
商
法
典
一
三
五
条
　
後
見
の
終
了
事
由
。
後
見
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
っ
て
終
了
す
る
。

　
　
　
   a）  

　
被
後
見
人
の
死
亡
、
親
権
解
放
又
は
後
見
の
原
因
と
な
る
事
由
の
消
滅
。

　
　
　
   b）  

　
後
見
を
行
う
者
の
死
亡
、
無
能
力
、
限
定
能
力
の
宣
告
、
裁
判
官
に
よ
る
解
任
又
は
辞
任
。
後
見
と
し
て
二
名
が
選
任
さ
れ
た
場
合
、
一
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方
に
生
じ
た
終
了
事
由
は
他
方
に
影
響
せ
ず
、
正
当
な
理
由
が
あ
っ
て
裁
判
官
が
そ
の
終
了
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
を
除
き
、
そ
の

職
務
に
お
い
て
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
後
見
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
遺
言
執
行
人
、
相
続
人
又
は
他
の
後
見
人
は
、
当
該
死
亡
の
事
実
を
後
見
の
裁
判
官
に
即
時
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
未
成
年
被
後
見
人
の
身
体
及
び
財
産
の
保
護
の
た
め
に
、
緊
急
措
置
が
採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
58
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 263.

（
59
）  Ibid., p. 264.

（
60
）  

民
商
法
典
一
三
六
条
　
後
見
人
の
解
任
。
次
に
掲
げ
る
事
由
は
、
後
見
人
の
解
任
事
由
で
あ
る
。

　
　
　
   a）
　
後
見
人
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
何
ら
か
の
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
　
　
   b）
　
被
後
見
人
の
財
産
目
録
を
作
成
し
な
い
こ
と
又
は
忠
実
に
作
成
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
   c）
　
そ
の
義
務
を
然
る
べ
く
果
た
さ
ず
又
は
共
同
生
活
上
の
重
大
か
つ
継
続
的
な
問
題
を
有
す
る
こ
と
。

　
　
　
被
後
見
人
及
び
検
察
庁
は
、
解
任
請
求
の
原
告
適
格
を
有
す
る
。

　
　
　
ま
た
、
裁
判
官
は
職
権
で
、
当
該
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
61
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso （coords.

）, op. cit., p. 265.

（
62
）  Ibid., p. 265.

（
63
）  Julio César Rivera; Luis D

aniel Crovi, op. cit., p. 252.

（
64
）  

民
商
法
典
一
〇
三
条
　
検
察
庁
の
活
動
。
未
成
年
者
、
無
能
力
者
及
び
限
定
能
力
者
並
び
に
そ
の
能
力
の
行
使
が
支
援
制
度
を
要
す
る
者
に
関

す
る
検
察
庁
の
活
動
は
、
司
法
上
の
分
野
に
お
い
て
、
補
足
的
又
は
主
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
   a）  

　
未
成
年
者
、
無
能
力
者
及
び
限
定
能
力
者
の
利
益
に
関
す
る
す
べ
て
の
手
続
に
お
い
て
、
補
足
的
で
あ
る
。
介
入
の
欠
如
は
、
行
為
の
相

対
的
無
効
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
　
　
   b）
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
、
主
要
な
活
動
を
す
る
。

　
　
　
　
   i）
被
代
理
人
の
権
利
が
危
う
い
状
態
に
な
り
、
か
つ
代
理
人
の
不
作
為
が
存
在
す
る
場
合

　
　
　
　
   ii）
手
続
の
目
的
が
代
理
人
の
職
務
と
し
て
の
義
務
の
履
行
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
   iii）
法
定
代
理
人
が
欠
如
し
、
か
つ
代
理
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合

　
　
　
司
法
外
の
分
野
に
お
い
て
、
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
権
利
が
危
う
く
な
る
場
合
に
、
検
察
庁
は
不
在
、
欠
如
又
は
不
作
為
に
対
し
て
活
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動
す
る
。

（
65
）  M

arisa H
errera; G

ustavo Caram
elo; Sebastián Picasso 

（coords.

）, op. cit., p. 86; Julio César Rivera; Luis D
aniel Crovi, op. 

cit., p. 291.
（
66
）  Ibid., p. 296.

（
67
）  
民
商
法
典
四
〇
条
　
再
審
査
。
宣
告
さ
れ
た
判
決
の
再
審
査
は
、
本
人
の
請
求
に
よ
り
い
つ
で
も
な
さ
れ
得
る
。
三
二
条
所
定
の
場
合
に
お
い

て
、
判
決
は
、
新
た
な
学
際
的
意
見
に
基
づ
き
、
本
人
と
の
個
人
面
接
を
行
い
、
三
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
裁
判
官
に
よ
り
再
審
査
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
検
察
庁
の
義
務
は
、
第
一
項
所
定
の
再
審
査
の
現
実
の
履
行
を
監
督
し
、
そ
の
際
、
裁
判
官
が
定
め
ら
れ
た
期
間
に
履
行
し
な
か
っ
た
場
合
、

再
審
査
を
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

（
68
）  Julio César Rivera; Luis D

aniel Crovi, op. cit., p. 290.

（
69
）  

小
林
昭
彦
＝
大
門
匡
『
新
成
年
後
見
制
度
の
解
説
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
八
三
頁
。

山
口　

詩
帆
（
や
ま
ぐ
ち
　
し
ほ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
民
法

主
要
著
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二
〇
一
四
年
ア
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制
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